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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 81 期定時

株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

記 

１．変更の理由 

（１）当社は、平成27年５月25日開催の当社取締役会において、｢当社株券等の大規模買付行為に関する

対応策(買収防衛策)｣（詳細については平成 27 年 5 月 25 日発表の「当社株券等の大規模買付行為への対応

策(買収防衛策)導入の件」をご参照願います。）の導入を決議し、本総会に付議いたしておりますが、本対

応策の導入に伴い、本対応策の導入に関する株主の皆様のご意思を確認するため、当社定款に、当社株券等

の大規模買付行為に関する対応策の導入等を株主総会の決議により定めることができる旨の規定を新設する

ものであります。また、条文の新設に伴い、現行定款第21条以下を１条ずつ繰り下げるものであります。 

（２）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締

役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 22 条（任期）につき所要の変更を行うとともに

任期の調整に関する同条第２項を削除するものであります。また、平成 26 年６月 27 日開催の第 80 期定時

株主総会において選任された取締役の任期については、従前の規定が適用されることを明確にするため附則

を設けるものであります。 

（３）役付取締役の構成に関して、取締役会で機動的に定めることにより、柔軟な経営体制を構築できる

よう、現行定款第 23 条第２項（代表取締役社長及び役付取締役）について、所要の変更を行うものであり

ます。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３.日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月 26日 

  定款変更効力発生日       平成27年6月 26日 

以      上 



 

（下線は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第３章 株式総会 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 取締役及び取締役会 

 

第20条～第21条 （条文省略） 

（任期） 

第 22 条 当会社の取締役の任期は、選任後２年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

2． 任期満了前に退任した取締役の補欠とし

て選任された取締役の任期は、退任した

取締役の任期の満了する時までとする。 

 

 

（代表取締役社長及び役付取締役） 

第 23 条 当会社の取締役会は、その決議により代表

取締役2名以内を選定する。 

2． 当会社の取締役会は、その決議によって

取締役会長、取締役社長各 1 名、専務取

締役、常務取締役各若干名を定めること

ができる。 

 

第24条～第42条 （条文省略） 

 

 

第３章 株式総会 

（株券等の大規模買付行為に関する対応策の決議） 

 

第 20 条 当会社は、法令又は本定款に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会において、当

会社の株券等の大規模買付行為に関する

対応策の導入、変更、存続及び廃止につ

いて、その決議により定めることができ

る。 

2． 前項に定める当会社の株券等の大規模買

付行為に関する対応策とは、当会社の財

務及び事業の方針の決定を支配する者の

在り方に関する基本方針に照らして不適

切な者によって当会社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みをいう。 

第4章 取締役及び取締役会 

 

第21条～第22条 （現行どおり） 

（任期） 

第 23 条 当会社の取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

        （削   除） 

 

 

 

 

（代表取締役社長及び役付取締役） 

第24条     （現行どおり） 

 

2．当会社の取締役会は、その決議によって取

締役の中から取締役社長 1 名を選定し、必

要に応じてその他の役付取締役を選定する

ことができる。 

 

第25条～第43条 （現行どおり） 



 

現 行 定 款 変 更 案 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附則） 

第 13 条 第 23 条（任期）の規定にかかわらず、平

成 26 年６月 27 日開催の第 80 期定時株主

総会において選任された取締役の任期は

平成 28 年開催の定時株主総会終結の時ま

でとする。 

      なお、本附則は、当該期日経過後、こ

れを削除する。 

 

 

 


